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Ⅰ 葉山町子育て支援センターの概要                    

 １ 施設の概要等 

   葉山町子育て支援センターは、主に乳幼児（小学校就学前の子どもをい

います。以下、同じとします。）とその家族を対象に、親子で気軽に立ち寄

れる交流の場をつくり、同じセンター内で、子育てに関する相談、ファミ

リーサポートセンター、一時預かり、情報提供等の事業についても同時に

行うことにより、子育てを総合的に支援するための中心的施設として、こ

の施設を管理・運営する指定管理者を募集するものです。 

 

 ２ 開設予定場所 

   葉山町一色１４９３番地の１ 

 

 ３ 施設規模 

   敷地面積 ９０７．７３㎡ 

   延床面積 ３８２．７７㎡（１階：335.83 ㎡ ２階：46.94 ㎡） 

   建築面積 ３５３．３２㎡ 

   構  造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

 

 ４ 施設内容 つどいの広場、相談室、事務室、託児室、多目的室、会議室 

    等 

  

Ⅱ 管理にあたっての条件等                         

 １ センターで実施する事業 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

（２）子育て等に関する相談に対する助言及び指導 

（３）ファミリーサポートセンター事業の事務局 

（４）小学校就学前までの児童の一時預かり 

（５）子育て支援ボランティア等の育成・支援・連携 

（６）子育て関連情報の提供 

（７）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

  （８）上記のほか、町長が必要と認める業務 

 ２ 指定管理者の業務等（別記 2 参照） 

（１）センターの利用に関する業務 

（２）センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）センターで実施する事業の企画及び実施に関する業務 

（４）事業年度ごとの事業報告書の作成及び提出 
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（５）指定期間終了に伴い次の指定管理者に引継ぐ場合の引継ぎ事務 

（６）葉山町福祉部子ども育成課との連絡調整に関する業務 

※ 業務の実施に関する細目的事項は、別途町と指定管理者との協定で定め

ます。 

※ 利用者の直接支援に関する業務を除き、町の承認を得て業務の一部を外

部事業者へ委託することも可能です。 

  

 ３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年とします。 

ただし、葉山町子育て支援センター条例第６条第２項の規定に基づき、

上記期間において、町が求める子育てを総合的に支援するための中心的施

設として事業全般にわたり良好な運営をしていたと認められる場合、次期

指定期間（５年間）について、１回限り更新できるものとします。 

 

 ４ 管理に要する経費 

（１）利用料金 

センターの利用料は無料としますが、小学校就学前までの児童の一 

時預かりについては葉山町子育て支援センター条例第１３条４の規定

に基づき指定管理者の収入とします。 

（２）指定管理料の額 

ア 町は、年度毎に必要に応じて予算の範囲内で、指定管理者の業務等 

に必要な経費を指定管理者に指定管理料として支払います。この場合 

の細目的事項については、別途町と指定管理者の協定で定めます。 

イ 指定管理料（消費税及び地方消費税を含む）は下記の金額を上限とし 

て、提出された事業収支計画書の提案額に基づき、協定書で定める額 

とします。なお、下記の金額を超えた額を提案した場合、失格となり 

ますのでご注意ください。 

【指定管理料上限額】 

令和６年度～令和 10 年度（５年間） 上限額 １５０，０００千円 

※ 仕様の変更等により協議の上、指定管理料を変更する場合があります 

（３）指定管理料の支払 

町の一会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管 

理者の請求に基づき分割して支払います。支払時期や支払い方法は協 

議して定めます。 

（４）指定管理料に含まれるもの 

指定管理料の経費の各項目名及び光熱水費等、施設の管理上、必ず 
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発生する費用の積算額等は別記３「経費項目一覧」に記載のとおりで 

す。 

    

 ５ 管理の基準 

（１）関係法令及び条例の規定を遵守すること 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと 

（３）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り

扱うこと（個人情報取扱要綱を定める等、必要な措置を講ずること

などを指します。） 

※ 管理の基準に関する細目的事項については、別途町と指定管理者との協

定で定めます。 

 

 ６ 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により適正な施設運営が困難とな

った場合又はその恐れが生じた場合は、町は、指定管理者に対して

期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができます。こ

の場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができな

かったときには、町は指定管理者を取り消すことができます。 

（２）指定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく施設運営の継

続が困難と認められる場合は、町は、指定管理者の指定を取り消す

ことができます。 

（３）（１）又は（２）により指定管理者の指定を取り消された場合には、

指定管理者は町に生じた損害を賠償しなければならない。 

（４）不可抗力その他町又は指定管理者に責めに帰することができない事

由により施設運営の継続が困難となった場合は、町と指定管理者は、

施設運営の可否について協議することとします。 

 

Ⅲ 指定申請の手続き                           

 １ 申請の方法 

   申請にあたっては、以下の提出書類を町に提出してください。 

提出書類 受付期間、受付場所等 

①指定管理者指定申請書 

（別紙様式１） 

②法人の定款及び登記簿謄本 

③法人の決算関係書類（事業 

 報告書、財産目録、貸借対 

①日 時 令和５年 10 月 16 日（月）から 10

月 20 日（金）までの平日９：００

から 17：００まで 

     土曜日及び日曜日は受付けません。 

     提出の際は電話予約の上、持参する



 - 4 - 

 照表、資金収支計算書） 

④法人の予算関係書類（事業 

 計画書、資金収支計算書） 

⑤法人の組織及び運営に関す 

 る事項を記載した書類 

⑥指定の申請に関する意思の 

 決定を証する書類 

⑦葉山町子育て支援センター 

 の指定管理者の業務の実施

の計画及び方法を記載した

書類（別紙様式２－１～４

－２） 

⑧その他 

 

こと。 

 

②場 所 葉山町堀内２１３５番地 

     葉山町役場 １階 

     葉山町福祉部子ども育成課 

     ℡ 046(876)1111 内線 221 

     担当 小林 

 

③提出部数等 

     正本１部、副本２部提出願います。 

     作成にあたっては、「Ⅳ 提出書類

の作成要領」を参照してください。 

 

２ 追加資料の提出 

   必要に応じて町から追加資料の提出をお願いする場合があります。 

 

 ３ 質問事項の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。 

（１）受付期間 令和５年 10 月２日（月）9 時から 

10 月 10 日（火）正午まで 

（２）受付方法 別添の質問票に記入の上、メール又はＦＡＸで送付して 

ください。  

        なお、お手数ですが行き違いを防ぐため併せて電話でご

連絡ください。 

          ＴＥＬ  ０４６（８７６）１１１１ 内線２２１ 

ＦＡＸ  ０４６（８７６）１７１７ 

ＭＡＩＬ kodomo@hayama.kanagawa.jp 

  （３）回  答 後日、口頭で回答いたします。 

  

 ４ 施設見学の実施   

  希望する者に対して施設見学を実施します。実施日は 10 月５日（木）又

は 10 月６日（金）を予定しています。見学を希望する場合は 10 月３日（火）

までにご連絡ください。 
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 ５ プレゼンテーション及びヒアリングの実施   

  申請のあった者について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施し

ます。日時については、別途通知します。 

 

６ 著作権の帰属等 

  事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町は指定管理

者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用でき

るものとします。また、提出された書類については、葉山町個人情報保護

条例の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開される場合がありま

す。なお、提出された書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

 

７ 費用の負担 

  申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

 

８ 指定の基準 

  指定管理者の選定は、以下の基準で行います。 

（１）住民の平等利用が確保できること。 

（２）葉山町、横須賀市、鎌倉市、逗子市又は三浦市の区域内に事務所を

有すること。 

（３）関係法令及び条例の規定を遵守し、適切な管理ができること。 

（４）指定管理業務について相当の知識及び経験を有する者を従事させる

ことができること。 

（５）安定した経営基盤を有していること。 

（６）指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過

しない者でないこと。 

（７）指定管理業務が効果的かつ効率的に行われるものであることを判断

するために必要なものとして次に掲げる基準 

  ア 必要な人材を確保することができ、かつ、緊急時に速やかに対応で

きると認められること。 

  イ 指定管理者の指定を受けようとする施設と同等規模以上の児童福

祉施設等を良好に経営した実績を有していること。 

  ウ 申請者である法人の代表者が、センターの経営について熱意と識見

を有していること。 

  エ センターの役割を適切に担えること。 
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Ⅳ 提出書類の作成要項                           

 申請に際しての提出書類は、以下の点に留意して作成してください。 

（１）指定管理者指定申請書 

別紙様式１を使用してください。 

（２）法人の定款及び登記簿謄本 

登記簿謄本については、申請日前３ヶ月以内に取得したものを提出し

てください。 

（３）法人の決算関係書類 

事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書（最新のもの） 

（４）法人の予算関係書類 

事業計画書、資金収支計算書（最新のもの） 

（５）法人の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

就業規則、経理規程、給与規程その他法人の諸規程類 

（６）指定の申請に関する意思の決定を証する書類 

葉山町子育て支援センターの指定管理者として指定の申請を行うこと

にかかる理事会の議決を記した議事録の写し（代表者による原本証明

を行うこと。） 

（７）葉山町子育て支援センターの指定管理者の業務の実施の計画及び方法

を記載した書類 

業務に対する考え方やその具体的な内容及び施設の維持管理等を含

め、施設の管理運営に関する事業計画書（別紙様式２－１～２－６、

３－１～８）及び事業計画書に基づいた事業収支計画書（様式４－１、

４－２）を提出してください。 

 事業計画書の記載にあたっては、各事業についての考え方や事業計

画など、団体独自の提案を盛り込むことができます。また、事業計画

書で求めている事項以外にも、業務の実施等にあたり提案がありまし

たら、任意様式により、資料等を提出してください。 

（８）その他（任意様式） 

ア 役員、理事等の経歴書 

イ 人権擁護、プライバシー保護、苦情解決の方法等についての考え方 

           

              

Ⅴ 選定の方法及び基準等                         

１ 指定管理者の選定にあたっては、「葉山町子育て支援センター指定管理者

選考委員会設置要綱」に基づき設置された「葉山町子育て支援センター指定

管理者選考委員会」（以下「委員会」という。）において選定を行います。 
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  選考にあたっては、事業計画の実施に要する費用・効果、当該事業計画書

に沿って子育て支援センターを管理する能力、業務に関する団体独自の提案

の内容等を総合的に評価して選考します。 

   必要に応じて町から追加資料の提出をお願いする場合があります。 

 ２ 審査の手続き 

（１）応募資格の確認 

団体からの応募書類等に基づき、子ども育成課で確認します。 

（２）書類審査の実施 

応募書類等に基づき委員会で審査を実施します。 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

委員会においてプレゼンテーション及びヒアリングを行います。日

時等は別途通知します。 

  

 

Ⅵ 管理運営の基本方針                          

   子育て支援センターを管理運営するにあたっては、次に掲げる基本方針

に沿って行うこととします。 

  （１）「Ⅰ１ 施設の概要等」中に掲げた子育て支援センターの設置目的に

照らして適切な管理運営を行うこと 

  （２）公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこと 

  （３）利用者の意見を管理運営に反映させること 

  （４）個人情報の保護を徹底させること 

  （５）利用者からの苦情を解決する体制をとり、サービス向上に努めるこ

と 

  （６）効率的な管理運営を行うこと 

  （７）管理責任者及び防火管理者を配置し、その者の氏名を報告すること 

  （８）業務管理者に必要な研修を行い、その資質向上に努めること 

  （９）業務従事者に必要な健康診断を行い、利用者及び業務従事者の健康

を害さないよう努めること 

  （10）安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図る

とともに、利用者及び業務従事者の安全確保に努めること 

  （11）衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努め

ること 

  （12）火災及び地震等の災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な

防災計画を定め、緊急時の連絡先等をあらかじめ本町に報告すると

ともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実施すること 
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  （13）環境管理に十分配慮し、省エネルギー、省資源及び廃棄物減量など、

環境への負荷の低減に努めること。 

 

Ⅶ 指定管理者の決定                                                    

 １ 指定管理者の決定方法 

     葉山町議会の議決を経て、町長が指定します。 

 

 ２ 指定管理者の公表 

     指定管理者の指定は、町において告示します。 

 

Ⅷ 指定後の手続き                                                       

   業務の実施に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項、管理

に要する経費に関する細目的事項について、別途町と指定管理者との協定

を締結するものとします。 

 

Ⅸ 今後のスケジュール                                                  

  令和５年 10月２日（月）から 10日（火）正午まで  質問事項の受付 

  

  令和５年 10月３日（火）まで           施設見学希望の受付 

 

  令和５年 10月５日（木）又は６日（金）      施設見学の実施 

 

  令和５年 10月 13日（金）             質問事項の回答 

  

  令和５年 10月 16日（月）から 20日（金）     申請書類の受付 

 

  令和５年 10月下旬         プレゼンテーション及びヒアリング 

 

  令和５年 10月下旬から 11月上旬頃        指定管理者候補の決定 

 

 

Ⅹ  問い合わせ先                                                         

  葉山町役場 福祉部 子ども育成課 担当 小林 

    電話  ０４６（８７６）１１１１ 内線２２１ 

    FAX  ０４６（８７６）１７１７ 


